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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等 

の臨時的な取扱いについて（第７報） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱い

については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて」（令和 2 年 2 月 17 日付厚生労働省老健局総務課

認知症施策推進室ほか連名事務連絡）等でお示ししているところです。 

本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の

臨時的な取扱いについて（第７報）」を送付いたしますので、管内市町村、サー

ビス事業所等に周知を図るようお願いいたします。 

 

  



問１ 2019 年度介護報酬改定に関する Q&A（Vol.4）（令和２年３月 30 日）

において、「令和２年４月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加

算を取得しようとする介護サービス事業所等は、令和２年４月 15日まで

に介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を提出する」

こととされているが、新型コロナウイルス感染症への対応により期限ま

での提出が難しい場合、どのような対応が可能か。 

（答） 

新型コロナウイルス感染症への対応により、期限までの提出が難しい場合、

指定権者に対し、４月 15日までに、 

・ 新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難

しいこと 

・ 要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の

区分 

を説明することで、４月サービス提供分より算定することが可能である。この

場合、本年７月末までに計画書を提出すること。なお、計画書の提出時点にお

いて、算定区分が異なる場合等は、過誤処理を行うこととなる。 

 

問２ 通所リハビリテーション事業所及び介護予防通所リハビリテーション

が、都道府県、保健所を設置する市又は特別区（以下、「都道府県等」と

いう。）からの休業の要請を受けた場合、利用者等の意向を確認した上で

行う、その期間の初回に行う電話等による居宅の療養環境等の確認につ

いて、介護報酬の算定は可能か。 

（答） 

通所リハビリテーション事業所が、休業の要請を受けて、健康状態、居宅の

療養環境、当日の外出の有無と外出先、希望するリハビリテーションサービス

の提供内容や頻度等について、電話等により確認した場合、あらかじめケアプ

ランに位置付けた利用日について、初回のみ、相応の介護報酬の算定が可能で

ある。 

介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の

日にちに含める可能である。 

なお、対応にあたっては、職員が自宅等から電話を行う等、柔軟に検討する

とともに、電話により確認した事項について、記録を残しておくこと。 

具体的な算定方法については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サー

ビス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第２報）」（令和２年２月

24 日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡）別紙１

を参考にされたい。 

 



問３ 問２の取扱いについて、通所リハビリテーション事業所及び介護予防

通所リハビリテーションが、都道府県等からの休業の要請を受けていな

い場合においても、感染拡大防止の観点から、利用者等の意向を確認した

上で初回に行う電話による居宅の療養環境確認について、介護報酬の算

定が可能か。 

（答） 

通所リハビリテーション事業所が、健康状態、居宅の療養環境、当日の外出

の有無と外出先、希望するリハビリテーションサービスの提供内容や頻度等

について、電話により確認した場合、あらかじめケアプランに位置付けた利用

日については、初回のみ、相応の介護報酬の算定が可能である。 

介護予防通所リハビリテーション事業所についても同様に日割り計算上の

日にちに含めることが可能である。 

なお、具体的な算定方法等は問２の取扱いと同様である。 
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